
税 

金

◆
◆
◆

令
和
5
年
度
（
２
０
２
3
年
度
）

「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
・

登
録
申
請
手
続
き
の
相
談
会
」

10
月
か
ら
導
入
さ
れ
た
消
費
税
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
の
概
要
の
説
明
会
お
よ
び
登
録

申
請
手
続
き
の
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時

・
11
月
29
日
（
水
）
10
時
～
11
時

・
12
月
20
日
（
水
）
14
時
～
15
時

●
場
所
／
公
益
社
団
法
人
湯
浅
納
税
協
会

3
階
会
議
室
（
湯
浅
町
湯
浅
2
4
3
0

番
地
77
）

●
定
員
／
20
人
（
先
着
順
・
電
話
予
約
要
）

●
申
し
込
み
先
／
湯
浅
税
務
署 

個
人
課

税
部
門 

☎
６
３
‐
5
4
0
3
（
直
通
）

●
主
催
／
湯
浅
税
務
署
・
公
益
社
団
法
人

湯
浅
納
税
協
会

ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
へ
の

登
録
の
要
否
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
を
対

象
に
個
別
相
談
の
ご
予
約
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

※
イ
ン
ボ
イ
ス
の
制
度
の
仕
組
み
か
ら
お

知
り
に
な
り
た
い
場
合
は
、
ま
ず
は
前

記
説
明
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
ご
予
約
さ
れ
ず
に
来
署
い
た
だ
い
た
場

合
、
ご
対
応
で
き
な
い
場
合
が
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
必
ず
電
話
予
約
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。。

問

湯
浅
税
務
署 

個
人
課
税
部
門

　

☎
６
３
‐
5
4
0
3

め
、
Y
o
u
T
u
b
e
な
ど
の
S
N
S
を

利
用
し
た
各
種
情
報
の
発
信
に
も
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
国
税
庁
で
は
、
納

税
者
の
皆
さ
ま
の
利
便
性
の
向
上
、
行
政

運
営
の
効
率
化
に
向
け
て
各
種
デ
ジ
タ
ル

化
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
国
税
に
関
す

る
制
度
や
手
続
き
、国
税
職
員
の
業
務（
税

務
調
査
や
徴
収
）
に
つ
い
て
動
画
で
分
か

り
や
す
く
説
明
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（w
w
w
.nta.go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問

湯
浅
税
務
署　

☎
６
３
‐
5
3
5
1

年
末
調
整
等
説
明
会
の
開
催

令
和
5
年
（
2
0
2
3
年
）
分
の
年

末
調
整
に
つ
い
て
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

●
対
象
者
／
有
田
川
町
で
事
業
を
さ
れ
て

い
る
方

●
日
時
／
11
月
14
日
（
火
）
14
時
～
16
時

●
場
所
／
公
益
社
団
法
人
湯
浅
納
税
協
会

3
階
会
議
室
（
湯
浅
町
湯
浅
2
4
3
0

番
地
７
７
）

●
定
員
／
40
人
（
先
着
順
・
電
話
予
約
要
）

●
主
催
・
申
し
込
み
先
／
湯
浅
税
務
署
・

公
益
社
団
法
人
湯
浅
納
税
協
会 

☎

６
3
‐
5
4
5
4

※
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問

湯
浅
税
務
署 
法
人
課
税
部
門

　

☎
６
３
‐
5
4
0
6

税
を
考
え
る
週
間

～
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
向
か
っ
て
～

国
税
庁
で
は
、
国
民
の
皆
さ
ま
に
租
税

の
意
義
や
役
割
、
税
務
行
政
の
現
状
に
つ

い
て
よ
り
深
く
理
解
し
て
い
た
だ
く
た

め
、毎
年
11
月
11
日
か
ら
11
月
17
日
を「
税

を
考
え
る
週
間
」
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

広
報
広
聴
施
策
を
行
う
と
と
も
に
、
税
行

政
に
対
す
る
ご
意
見
や
ご
要
望
を
寄
せ
て

い
た
だ
く
機
会
と
し
て
い
ま
す
。

今
年
は
テ
ー
マ
を
「
こ
れ
か
ら
の
社
会

に
向
か
っ
て
」
と
し
て
、
国
民
生
活
と
税

の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
く
た

続けてみよう！ 手話で「しりとり」していきましょう。
皆さんはどんな言葉をつなげていきますか？手話でしりとり！「す〇〇」

両手の人差し指を立て、
左手の人差し指の先に
右手の手首を付け、右
手を開きながら垂らす。

先月号の答えは
「ストレス」でした！
今月の答えは次号で発表！

ヒント
生石高原で見ごろです。

※手話は、使う人やコミュニケーションをとる相手などに
よって異なるため、ここで紹介している手話と違う表現
を使うことがあります。

お知らせお知らせ

415 広報ありだがわ　2023.11


